
平成１４年（行ケ）第５５５号　審決取消請求事件
平成１５年４月８日口頭弁論終結
　　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
　　　　　　原　　　　　告　　　　株式会社加美乃素本舗
　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　萼　　　経　夫
　　　　　　同　　　 　　　　　館　石　光　雄
　　　　　　同　　　 　　　　　村　越　祐　輔
　　　　　　被　　　　　告　　　　日本エンザイム工業株式会社
　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　吉　村　公　一
　　　　　　同　　　　　　　　　　小　泉　勝　義
    　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
　　　　特許庁が無効２００１－３５５６０号事件について平成１４年９月２６日
にした審決を取り消す。
　　　　訴訟費用は被告の負担とする。
        　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　原告
    　主文同旨
  ２　被告
    　原告の請求を棄却する。
    　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
  １　特許庁における手続の経緯
  　　被告は，「カミゲン」の片仮名文字と「加美源」の漢字とを上下二段に横書
きして成り，平成３年政令第２９９号による改正前の商標法施行令別表（以下「旧
別表」という。）第３２類「加工食料品，その他本類に属する商品」を指定商品と
する，商標登録第２７２４３７１号商標（平成３年１月１４日登録出願(以下「本件
出願」という。)，平成１２年５月１９日設定登録。以下「本件商標」という。）の
商標権者である。
      原告は，平成１３年１２月２７日，本件商標の商標登録を無効にすることに
ついて審判を請求した。
  　　特許庁は，これを無効２００１－３５５６０号事件として審理し，その結
果，平成１４年９月２６日に，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決を
し，その謄本を，平成１４年１０月８日，原告に送達した。
　２　審決の理由
      審決は，別紙審決書の写しのとおり，
    (1) 商標法（以下「法」という。）４条１項１１号に係る無効理由について
は，
      ①　本件商標と，登録第２２５６８４７号商標（「髪之素」の漢字を横書き
にして成り，旧別表第３２類「食肉，卵，食用水産物，野菜，果実，加工食料品
（他の類に属するものを除く。）」を指定商品とする商標（昭和５９年１０月５日
登録出願，平成２年８月３０日設定登録）。以下，審決と同様に「引用Ｃ商標」と
いう。），及び，登録第２３２０４３０号商標（「加美乃素」の漢字と「カミノモ
ト」の片仮名文字と「ＫＡＭＩＮＯＭＯＴＯ」の欧文字を３段に横書きして成り，
旧別表第３２類「食肉，卵，食用水産物，野菜，果実，加工食料品（他の類に属す
るものを除く。）」を指定商品とする商標（昭和６０年１月２９日登録出願，平成
３年７月３１日設定登録）。以下，審決と同様に「引用Ｄ商標」という。）とは，
いずれも称呼を異にし，非類似の商標である，
      ②　本件商標の指定商品と，登録第２０５０７２６号商標（「カミゲン」の
片仮名文字と「かみげん」の平仮名文字と「髪源」の漢字とを３段に横書きして成
り，旧別表第１類「薬剤」を指定商品とする商標（昭和５９年１２月２８日登録出
願，昭和６３年５月２６日設定登録）。以下，審決と同様に「引用Ａ商標」とい
う。）の指定商品，及び，登録第２３６２７９４号商標（「カミゲン」の片仮名文
字を横書きして成り，旧別表第１類「化学品（他の類に属するものを除く。）薬
剤，医療補助品」を指定商品とする商標（平成１年３月６日登録出願，平成３年１
２月２５日設定登録）。以下，審決と同様に「引用Ｂ商標」という。）の指定商品
とは，いずれも非類似である，
    (2) 法４条１項１５号に係る無効理由については，



      ①　本件商標と，引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標とは，互いに非類似であり，他
に混同を生ずるとすべき格別の事情も認められない，
      ②　引用Ｅ商標が，「頭髪用化粧品」について，原告の商標として需要者の
間に広く認識されていたと認められるとしても，本件商標の指定商品と「頭髪用化
粧品」とは非類似であり，かつ，本件商標と引用Ｅ商標とは非類似であるから，被
告が本件商標をその指定商品に使用したとしても，商品の出所について混同を生ず
るおそれはない，
    と認定判断して，原告主張の無効理由をすべて排斥した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
      審決は，(1)法４条１項１１号に係る無効理由については，①本件商標は，引
用Ｃ商標とも引用Ｄ商標とも類似するのに，いずれとも類似しないと誤って判断し
（取消事由１及び２），②本件商標の指定商品は，引用Ａ商標の指定商品とも引用
Ｂ商標の指定商品とも類似するのに，いずれとも類似しないと誤って判断し（取消
事由３及び４），(2)法４条１項１５号に係る無効理由については，引用Ｅ商標と本
件商標とが類似し，頭髪用化粧品と本件商標の指定商品とが類似し，かつ，引用Ｅ
商標が原告の頭髪用化粧品を示すものとして周知となっているため，被告が本件商
標をその指定商品に使用した場合においては，原告又は原告と組織的，経済的に何
らかの関係を有する者の業務に係るものであるように商品の出所について混同が生
じるおそれがあるにもかかわらず，これらの商品及び商標の類似性の各判断を誤
り，その結果，上記おそれはないと誤って判断したものであり（取消事由５），こ
れらの誤りがそれぞれ結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取
り消されるべきである。
  １　取消事由１（本件商標と引用Ｃ商標との類否についての判断の誤り）及び取
消事由２（本件商標と引用Ｄ商標との類否についての判断の誤り）
    　審決は，「本件商標は，上記したとおり「カミゲン」「加美源」の文字より
なるところ，その構成中の片仮名文字部分が漢字部分の読みを特定したものといえ
るから，これよりは「カミゲン」の称呼を生ずるとみるのが自然であり，また，本
件商標より特定の観念を生ずるものということはできない。そうとすれば，本件商
標は，その構成文字に相応し，「カミゲン」の称呼のみを生ずるものといわざるを
得ない。他方，引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標は，その構成文字に相応し，「カミノモ
ト」の称呼を生ずるものと認められる。しかして，本件商標より生ずる「カミゲ
ン」の称呼と引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標より生ずる「カミノモト」の称呼とを比較
すると，両称呼は，その音構成及び音数に明らかな差異が認められるから，容易に
区別し得るものである。そして，本件商標と引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標とは，その
外観，観念が紛らわしいものともいえないから，非類似の商標といわざるを得な
い。」（審決書１２頁下から３行ないし１３頁１１行）と認定判断した。しかし，
この認定判断は誤りである。
    (1) 本件商標において自他商品の識別標識としての機能を果たす主要部を形成
するのは，「加美源」の漢字部分である。この「加美源」中の「加美」は，「カ
ミ」と発音され，「源」は，「ゲン」，「ミナモト」と発音され，「モト」とも発
音される。そして，「加美源」の文字が一体として称呼されるときは，「カミゲ
ン」のほか，例えば，「八戸」，「石巻」，「上山」が，それぞれ，「ハチノ
ヘ」，「イシノマキ」，「カミノヤマ」と発音されることもあるのと同じように，
「加美」と「源」の間に「ノ」を入れて，「カミノミナモト」，「カミノモト」と
も称呼されるものである。このように，本件商標は，その主要部を形成する漢字部
分の「加美源」の文字に相応し，「カミゲン」のほか，「カミノミナモト」，「カ
ミノモト」の称呼をも生ずるものである。
      　これに対し，引用Ｃ商標は，「髪之素」の漢字を横書きして成り，その構
成文字に相応して「カミノモト」の称呼を生ずるものである。引用Ｄ商標も，「加
美乃素」との漢字及び「カミノモト」との片仮名及び「ＫＡＭＩＮＯＭＯＴＯ」と
の欧文字を三段に横書きして成るから，「カミノモト」の称呼を生ずる。
    (2) 本件商標は，上記のとおり，「加美源」の漢字部分が自他商品の識別標識
としての機能を果たす主要部を形成するものであるから，その観念も，「加美」の
漢字部分から「美を加える」又は「美しくする」との意味が生じ，「根源」の意味
合いを有する「源」の漢字との組み合わせから，全体として「美を加える根源」と
の観念が取引者・需要者間に生ずる。
      　これに対し，引用Ｄ商標は，「加美乃素」の漢字が自他商品の識別標識と
しての機能を果たす主要部を形成するものであるから，「加美」と「乃素」の漢字



の組み合わせにより，全体として「美を加える根源」との観念が取引者・需要者間
に生ずる。
    (3) 本件商標と引用Ｃ商標とは，上記のとおり，「カミノモト」の称呼を共通
にするものであるから，類似するというべきである。
    　　本件商標と引用Ｄ商標とも，上記のとおり，「カミノモト」の称呼を共通
にし，「美を加える根源」との観念をも共通にするものであるから，類似するとい
うべきである。また，本件商標と引用Ｄ商標とに共通する「加美」の部分は，辞書
にない特異な漢字であるため，強く看者の注意を引くのに対し，「源」と「素」の
漢字は，商品の品質に関連し，品質を表現する語としてしばしば商標の構成に採択
されて用いられることが多く，印象が弱く看取されるものであることからも，両商
標が類似することは明らかである。
  ２　取消事由３（本件商標の指定商品と引用Ａ商標の指定商品との類否について
の判断の誤り）及び取消事由４（本件商標の指定商品と引用Ｂ商標の指定商品との
類否についての判断の誤り）
    　審決は，「本件商標の指定商品「加工食料品，その他本類に属する商品」
は，引用Ａ商標の指定商品「薬剤」及び引用Ｂ商標の指定商品「化学品（他の類に
属するものを除く）薬剤，医療補助品」とは，その生産部門，販売部門，品質及び
用途等が一致していないから，請求人の主張するごとく，第３２類の指定商品中に
「健康を維持し，健康体にする目的の加工食品」が包含されるとしても，両者は互
いに非類似の商品といわざるを得ない。してみれば，本件商標と引用Ａ商標及び引
用Ｂ商標とは，商標の類否について判断するまでもなく，使用する商品が類似する
ものでない。」（審決書１３頁１２行～１９行）と認定判断した。しかし，この判
断は誤りである。
    　本件商標の指定商品に属する旧別表第３２類「加工食料品」と引用Ａ商標及
び引用Ｂ商標の指定商品に属する旧別表第１類「薬剤」とは，商品の品質，用途，
販売方法，取引者等において密接な関連性を有する商品である。
    　旧別表第３２類の「加工食料品」には，食材そのもの，あるいは，明らかに
食べ物の形をしたもの以外に，ビタミン又はカルシウムを主とする液状，粉末状，
錠剤状，顆粒状，ゼリー状等の加工食品，すなわち，体に良いとされる栄養素や成
分を抽出して濃縮し，粉末，液体，カプセル，錠剤等にし，外見が薬にそっくりで
あったり，健康上の効果をそれとなく伝えたりする商品も包含されており，これら
は，「健康食品」，「栄養補助食品」，「サプリメント」あるいは「健康補助食
品」などと称されている。
    　このような健康食品として一般に発表されているものの中には，体細胞を活
発化し，毛根細胞の働きを活発化させ，脱毛を防止させる効果を有する栄養補助食
品も含まれている。
    　そして，これら「健康食品」の大部分は，医薬品を販売する薬局，薬品店及
びドラッグストアで販売されているのが実情である。
    　これに対し，引用Ａ商標及び引用Ｂ商標の指定商品である旧別表第１類の
「薬剤」の中には，健康増進を目的とする「ビタミン剤」及び滋養強壮変質剤とし
ての「カルシウム剤」，「薬用育毛剤」等が包含されている。
    　このような「ビタミン剤」及び滋養強壮変質剤としての「カルシウム剤」等
の医薬品たる保健薬（以下「保健薬」という。）は，健康を目的として栄養素を補
給する「健康食品」（人の体に良い栄養素又は成分を抽出・濃縮し，粉末，液体，
カプセル，錠剤等に加工したもの）と商品の品質・効能・用途等を同じくするもの
である。
    　しかも，平成１１年３月１２日付け厚生省告示３１号により，厚生労働大臣
が指定する医薬部外品として，「肉体疲労時，中高年期のビタミン又はカルシウム
の補給が目的とされている物」及び「滋養強壮，虚弱体質の改善及び栄養補給が目
的とされている物」が新たに指定されている。そのため，旧別表第１類「薬剤」に
属する医薬部外品については，その製造業の許可を得た事業者であれば，これら商
品の製造承認を得て製造することができるのであり，販売についても自由に販売す
ることができるのである。また，経済の発展に伴う経営の多角化により，現在にお
いては，食品メーカーが医薬部外品等の製造・販売を行い，医薬品メーカーが健康
食品の製造・販売を行うことが珍しくはないのである。
    　以上のとおり，本件商標の指定商品である「加工食料品」に含まれるビタミ
ンその他の栄養補給のための健康食品と，引用Ａ商標及び引用Ｂ商標の指定商品で
ある「薬剤」に含まれるビタミン剤，滋養強壮変質剤とは，商品の品質，効能及び



用途のみならず，商品の販売方法，取引者等を同じくする類似の商品である。
  ３　取消事由５（原告又は原告と関連する者の業務に係る商品との混同を生ずる
おそれについての判断の誤り）
    　審決は，「引用Ｅ商標が本件商標の登録出願時には請求人の業務に係る商品
「頭髪用化粧品」の商標として需要者の間に広く認識されていたものと認められる
としても，本件商標の指定商品「加工食料品，その他本類に属する商品」は，請求
人の業務に係る商品「頭髪用化粧品」とは，その生産部門，販売部門，品質及び用
途等を異にするものといわざるを得ず，しかも，本件商標は，上記のとおり，引用
Ｅ商標とは非類似のものであるから，被請求人が本件商標をその指定商品に使用し
た場合，取引者，需要者が引用Ｅ商標を連想・想起したり，その商品が請求人又は
請求人と組織的，経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのご
とく，商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならな
い。」（審決書１３頁２４行～３３行）と認定判断した。しかし，この認定判断は
誤りである。
    　原告が引用Ｅ商標の「加美乃素」を，「頭髪用化粧品」，「毛髪用剤」及び
自然頭髪食品である「健康食品」に使用した結果，引用Ｅ商標の「加美乃素」は，
本件出願当時，既に，育毛剤の取引者・需要者の間において広く知られ，著名なも
のとなっていた。
    　本件商標の指定商品に含まれる「加工食品」に属する「健康食品」と育毛剤
等は，共に薬局，薬品店及びドラッグストアを中心に販売される商品であることか
ら，その取引者・需要者は，健康食品を含む「加工食料品」と，育毛剤等とを，関
連性のある類似の商品として認識し理解する。
      上記各状況の下で，被告が本件商標をその指定商品に使用するときは，その
商品があたかも原告又は原告と関連する者による業務に係る商品であるかのよう
に，その出所について混同を生じさせるおそれがあることが，明らかである。
第４　被告の反論の要点
  １　取消事由１（本件商標と引用Ｃ商標との類否についての判断の誤り）及び取
消事由２（本件商標と引用Ｄ商標との類否についての判断の誤り）について
    (1) 本件商標の構成文字中の「源」の文字は，音読みでは「ゲン」，訓読みで
は「ミナモト」と発音されるものである。「モト」と読まれることもあることはあ
るものの，それは，人名として用いられる場合に限ってのことである。
      　本件商標は，人名を表示したものではない。人名を表示したと理解され，
認識されるものでもない。
      　したがって，本件商標中の「源」の文字部分が「モト」と称呼されること
はない。
      　本件商標中の漢字部分は，通常の漢字熟語の読みに従えば，その上段に書
された「カミゲン」の片仮名文字と同じく，「カミゲン」と称呼されるしかないの
である。
    (2) 原告が，本件商標から生ずる観念であると主張している「美を加える根
源」は，どのような意味の観念であるのか，その意味が不明である。
    　　本件商標の構成中の「源」の文字は，「水流の発するところ，物事の始，
もと，根本」（修訂増補詳解漢和大字典・１１４３頁，乙第１号証）等の語義を有
するものであり，引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標の構成中の「素」の文字は，「しろ色
のきぎぬ。生絹。しろし。きぢ。飾らぬもの。どだい，下地，本質。もと，もとよ
り。あらかじめす。つね。物質のおほもと」（同１４４４頁）等の語義を有するも
のである。「もと」の意味のところは両文字に共通するものの，上で述べたとお
り，両文字は，本来的な意味合いが異なることから，それぞれを置き換えることは
できない。例えば，「源流」，「起源」，「根源」が「素流」，「起素」，「根
素」と置き換えられることはなく，また，「素質」，「素材」，「スープの素」が
「源質」，「源材」，「スープの源」と置き換えられることはない。両者が，それ
ぞれ別意の文字として使用されていることからすれば，本件商標の「加美源」と引
用商標の「加美乃素」とが同一の観念のものとして認識されることはないというべ
きである。
      　本件商標の「加美源」と引用Ｄ商標の「加美乃素」の構成文字は，いずれ
も全体としてまとまりよく一体的に構成されているものであって，両者における
「源」と「乃素」の両文字がそれぞれの構成において印象が弱いと看取されること
はない。その文字部分の差異によって，両者を構成上明確に区別し得るものである
ことは，明白である。



  ２　取消事由３（本件商標の指定商品と引用Ａ商標の指定商品との類否について
の判断の誤り）及び取消事由４（本件商標の指定商品と引用Ｂ商標の指定商品との
類否についての判断の誤り）について
    　引用Ａ商標及び引用Ｂ商標の指定商品である第１類「薬剤」に属する商品
は，治療を目的とする商品で，薬事法により認可され，医薬品メーカーにより製造
され，病院で使用され，薬局，薬品店でのみ販売される商品である。これに対し
て，本件商標の指定商品である旧別表第３２類に属するいわゆる健康食品と称され
る商品は，あくまでも食品であって，食品メーカー等により製造され，通常，食料
品店，健康用品店，通信販売等で販売される商品であり，栄養の補給等を目的とす
るものであるとしても，薬事法で規制されているため，薬効を表示することはでき
ないものである。このように，両商品は，その生産部門，販売部門，品質及び用途
のすべてを異にする商品である。
    　本件商標の指定商品に包含される健康食品（ビタミン又はカルシウムを主と
する液状，粉末状，錠剤状，顆粒状，ゼリー状等の加工食品，あるいは，人の体に
良い栄養素又は成分を抽出・濃縮し，粉末，液体，カプセル，錠剤等にした加工食
品）と，引用Ａ商標及び引用Ｂ商標の指定商品である「薬剤」中の「ビタミン
剤」，「滋養強壮変質剤（カルシウム剤等）」等の医薬品（保険薬）とは，商品の
品質，目的，効能，用途，販売方法及び取引者等を異にする非類似の商品である。
      近年，食品分野における科学技術の進歩に伴い，食品及び食品成分と健康と
のかかわり合いについて様々な知見が明らかになり，食生活においてもこれらの知
見に基づいたある種の効果が期待される食品が出現してきている。このような食品
が科学的な評価を受けることなく流通し，販売された場合，人の食生活をゆがめ健
康上の弊害をもたらすといった事態も生じ得る。そこで，これらの食品について
は，特定保健用食品，健康食品として位置づけられ，栄養改善法施行規則，栄養表
示基準が設けられ，行政上の通知として，例えば，「フェオホルバイド等クロロフ
ィル分解物を含有するクロレラによる衛生上の危害防止について」，「ゲルマニウ
ムを含有させた食品の取扱いについて」，「健康食品の摂取量及び摂取方法の表示
に関する指針について」，「健康食品の摂取量及び摂取方法の表示に関する指針等
について」，「健康食品の表示等に関する指針について」，「アミノ酸を含有する
健康食品の取扱いについて」，「妊娠３か月以内又は妊娠を希望する女性における
ビタミンＡ摂取の留意点等について」等の多くの通知がなされ，財団法人日本健
康・栄養食品協会においては，「健康食品規格基準」を定め，「健康食品の摂取
量，摂取方法表示の手引」を定めるなど，人の食生活をゆがめ健康上の弊害をもた
らすといった事態が生じないように様々な施策，措置がなされているところであ
る。
    　食品衛生法においても，人の食生活をゆがめ健康上の弊害をもたらすといっ
た事態が生じないよう法改正がなされている。
    　薬事法においても，いわゆる健康食品と医薬品との混同が問題となり，行政
上の通知として，例えば，「薬効を標ぼうする食品について」，「無承認無許可医
薬品の指導取締りについて」，「医薬品の範囲に関する基準の一部改正につい
て」，「無承認無許可医薬品の指導取締りの徹底について」，「痩身効果等を標ぼ
うするいわゆる健康食品の広告等について」，「無承認無許可医薬品の販売にかか
る指導取締りについて」，「無承認無許可医薬品の監視指導について」，「ビタミ
ンの取扱いについて」等の多くの通知がなされ，いわゆる健康食品と医薬品との混
同が生じたり，人の食生活をゆがめ健康上の弊害をもたらすといった事態が生じた
りしないよう，様々な施策，措置がなされているところである。
      これらの施策，措置に共通していることは，いわゆる健康食品と医薬品とを
混同することが原因となって，人の食生活をゆがめ健康上の弊害をもたらすといっ
た事態が生じることを，食品には明確に「食品」の表示をすることにより防ぐ，と
いうことである。
      薬事法施行規則は，医薬品と他の薬品とが混同されることのないように，
「薬局の管理者は，医薬品を他の薬品と区別して貯蔵し，又は陳列しなければなら
ない。」と規定している。このこともあって，薬局，薬品店においては，いわゆる
健康食品を陳列して販売するに際しても，医薬品と健康食品とは区別して貯蔵さ
れ，陳列されている，というのが，取引における実情である。
      このように，実際に商品を販売している薬品店等においては，医薬品と健康
食品とは，陳列棚を分けて陳列し，販売している。医薬品は，商品上に「医薬品」
と明確に表示され，医薬部外品は，商品上に「医薬部外品」と明確に表示され，健



康食品は，商品上に「甜茶加工食品」，「ビタミン含有食品」，「保健機能食品
（栄養機能食品）」のように「食品」であることが明確に表示されて，販売されて
いるのである。
    　医薬品と健康食品とが混同され，人の食生活がゆがめられ，健康上の弊害を
もたらすといった事態が生じないように法律改正がなされ，各種施策，措置がなさ
れ，基準が設けられ，多くの通知がなされ，保険薬としての医薬品，医薬部外品に
は，商品上に「医薬品」，「医薬部外品」と明確に表示され，健康食品には「食
品」であることが明確に表示され，かつ販売場所においても陳列，販売場所が明確
に区別されているとの上記取引の実情からすれば，医薬品中の「ビタミン剤」，
「滋養強壮変質剤（カルシウム剤等）」等の医薬品（保険薬）と，健康を目的とし
て栄養を補給する等の目的を有するいわゆる健康食品とが，その品質・原材料にお
いて多少似通っているところがあり，同一の製造業者によって製造され，同一の店
舗において販売されることがあるとしても，これに接する取引者はもとより，これ
に接する一般需用者も，医薬品中の「ビタミン剤」，「滋養強壮変質剤（カルシウ
ム剤等）」等の医薬品（保険薬）と，健康を目的として栄養を補給する等の目的を
有するいわゆる健康食品とは，その品質・目的・効能・用途が全く異なる商品であ
るものとして理解し，認識しているのである。
      したがって，本件商標の指定商品の「加工食料品」に含まれる健康食品（ビ
タミン又はカルシウムを主とする液状，粉末状，錠剤状，顆粒状，ゼリー状等の加
工食品，人の体に良い栄養素又は成分を抽出・濃縮し，粉末，液体，カプセル，錠
剤等にした加工食品）と引用Ｃ商標及び引用Ｄ商標の指定商品の「薬剤」に含まれ
る「ビタミン剤」及び「滋養強壮変質剤（カルシウム剤等）」等の医薬品（保険
薬）とは，商品の品質，目的・効能，用途，販売方法等を異にする非類似の関係に
ある商品というべきである。
  ３　取消事由５（原告又は原告と関連する者の業務に係る商品との混同を生ずる
おそれについての判断の誤り）について
    　本件商標の「加美源」と引用Ｅ商標の「加美乃素」とは，本件商標と引用Ｄ
商標との類否について述べたのと同様の理由により，その称呼，観念のいずれの点
においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
    　本件商標の指定商品の「加工食料品」に包含される健康食品（ビタミン又は
カルシウムを主とする液状，粉末状，錠剤状，顆粒状，ゼリー状等の加工食品，あ
るいは，人の体に良い栄養素又は成分を抽出・濃縮し，粉末，液体，カプセル，錠
剤等にした加工食品）と，引用Ｅ商標の指定商品の「髪油及び髪液」とは，商品の
品質，目的，効能，用途，販売方法，取引者等を異にする非類似の商品である。
    　本件出願時において，引用Ｅ商標「加美乃素」が原告の業務に係る商品であ
る「頭髪用化粧品」の商標として需要者の間に広く認識されていたものと認め得る
としても，両者は，上記のとおり，指定商品及び商標において非類似のものである
から，被告が本件商標をその指定商品に使用した場合，取引者・需要者が引用Ｅ商
標を連想・想起したり，その商品が原告又は原告と組織的，経済的に何らかの関係
を有する者の業務に係るものであるとの混同を生ずるおそれはない。
第５　当裁判所の判断
  １　取消事由３（本件商標と引用Ａ商標の各指定商品の類否判断の誤り）につい
て
    (1) 本件商標の指定商品は，旧別表第３２類「加工食料品，その他本類に属す
る商品」であるのに対し，引用Ａ商標の指定商品は，旧別表第１類「薬剤」であ
る。
    　　本件商標の指定商品に属する旧別表第３２類の「加工食料品」には，いわ
ゆる健康食品あるいは栄養補助食品（サプリメント），すなわち，ビタミン，カル
シウム，クロレラその他の栄養素を補給するための粉末状，錠剤状，顆粒状，ゼリ
ー状，ペースト状，液状その他の加工食品が含まれる（甲第１５号証）。また，引
用Ａ商標の指定商品である旧別表第１類「薬剤」には，ビタミンＡ剤ないしビタミ
ンＤ剤，総合ビタミン剤及び肝油ドロップ等の「ビタミン剤」，及び，カルシウム
剤，タンパクアミノ酸製剤や薬用酒等の「滋養強壮変質剤」等が含まれる（甲第１
６号証）。
    　　取引の実際においては，カルシウム補給用の商品の中には，旧別表第１類
「薬剤」に含まれる肝油ドロップやカルシウム製剤と，旧別表第３２類「加工食料
品」に含まれるいわゆる健康食品ないし栄養補助食品（サプリメント）に当たるカ
ルシウム補給剤とが，同様の機能を持つ商品として新聞等で多数広告されており，



また，ビタミン補給用の商品についても，旧別表第１類「薬剤」に含まれるビタミ
ン剤のほかに，ビタミン補給用の健康食品ないし栄養補助食品（サプリメント）に
当たる，極めて多くの種類の商品が新聞等で広告され，薬品店，ドラッグストア，
薬局等で販売されている（甲第１８号証の１ないし３，乙第４号証）。また，多数
の有力な製薬会社が，平成８年後半から平成１２年４月５日（本件商標の登録を認
めた審決がなされた日（弁論の全趣旨）。以下「本件登録審決日」ということがあ
る。）までの間だけでも，いわゆる健康食品あるいは栄養補助食品を指定商品に含
む多数の登録商標出願をし，その登録を得るなどしており（甲第３８号証の１ない
し１１１），このことから，本件商標の登録を認めた上記審決時までに，多数の有
力な製薬会社が，いわゆる健康食品あるいは栄養補助食品の分野に進出してきてい
ることが優に認められる。
    　　上記の状況の下では，これらの健康食品あるいは栄養補助食品（サプリメ
ント）と，医薬品としてのビタミン剤あるいは滋養強壮変質剤とは，いずれも薬品
店，ドラッグストア，薬局等において，多数の種類のものが販売されていること，
その商品の内容，用途が類似していること及び販売店舗ないし販売方法が類似して
いることから，本件登録審決当時，既に，一般の需要者にとってその区別が付きに
くく，紛らわしい商品群になっていたことが，明らかである。
        このように，本件商標の指定商品に属する旧別表第３２類「加工食料品」
に含まれる健康食品や栄養補助食品（サプリメント）と，引用Ａ商標の指定商品で
ある旧別表第１類「薬剤」中のビタミン剤や滋養強壮変質剤とは，本件登録審決日
当時，既に，その商品の内容，用途，及び，販売店舗，販売方法が共通しており，
商品として類似しているものであった，ということができる。
    (2) 被告は，引用Ａ商標の指定商品である旧別表第１類「薬剤」に属する商品
は，治療を目的とする商品で，薬事法により認可され，医薬品メーカーで製造さ
れ，病院で使用され，薬局，薬品店でのみ販売される商品である，これに対して，
本件商標の指定商品に属する旧別表第３２類に属するいわゆる健康食品と称される
商品は，あくまでも食品であって，食品メーカー等により，製造され，通常食料品
店，健康用品店，通信販売等で販売される商品であり，栄養の補給等を目的とする
ものであるとしても，薬事法で規制されているため薬効を表示することはできない
ものである，健康食品については，食生活をゆがめ，健康上の弊害をもたらさない
ように，栄養改善法施行規則，栄養表示基準が設けられ，行政上の種々の通知がな
され，食品衛生法の改正も行われており，また，薬事法においても，健康食品と医
薬品との混同が生じないように，多くの行政上の通知がなされ，薬局においても，
医薬品と健康食品とを区別して貯蔵し，陳列することが義務付けられており，商品
にも，「医薬品」，「医薬部外品」及び「食品」であることが明確に表示されてい
る，などと主張する。
    　　確かに，被告が主張するように，医薬品あるいは医薬部外品と健康食品と
を比較すると，前者は，その製造等について，厚生労働省により，後者に比べてよ
り厳格な管理がなされ，商品には，「医薬品」あるいは「医薬部外品」であるこ
と，及び，「食品」であることがそれぞれ明りょうに表示され，同じ薬局や薬品店
及びドラッグストアにおいて販売される場合でも，陳列され，販売される場所が区
別されている（乙第２ないし第５号証）。しかし，食品メーカーだけでなく，多数
の有力な製薬会社が健康食品あるいは栄養補助食品の分野に進出してきていること
は前記のとおりであり，実際の取引の場においても，薬局，薬品店，ドラッグスト
ア等の経営者やその従業員は，医薬部外品と健康食品とを区別して，これらを貯蔵
し，陳列しているとしても，一般の需要者は，医薬品，医薬部外品，健康食品から
化粧品及び洗剤その他の種々雑多な生活用品を陳列し販売している薬品店，ドラッ
グストア等において，例えば，同一又は類似の商標を付したビタミン剤とビタミン
補給用の栄養補助食品，あるいは，同一又は類似の商標を付した育毛剤と育毛関連
の栄養補助食品とがあったときに，ビタミン剤とビタミン補給用の栄養補助食品と
の区別を正確に把握しないままに，あるいは，育毛剤と育毛関連の栄養補助食品と
の区別はしつつも，同一又は類似の商標の付されたこれらを出所を同じくする姉妹
商品であるかのように理解したままに購入に至るおそれがあることは，明らかであ
る。また，被告が主張するように，健康食品が，通常の食料品店，健康用品店，通
信販売等でも販売され得るとしても，ビタミン剤及び滋養強壮変質剤についても，
平成１１年３月１２日告示により，厚生労働大臣が「肉体疲労時，中高年期等のビ
タミン又はカルシウムの補給が目的とされている物」及び「滋養強壮，虚弱体質の
改善及び栄養補給が目的とされている物」を，医薬品から医薬部外品に指定したた



め，これらの商品の販売については，化粧品等と同様に一般に自由な販売が認めら
れたものであるから（甲第３４号証），そのころ以降は，それらの商品の販売形態
についても，薬局，薬品店，ドラッグストア等に限定されることはないのであり，
被告が主張するような差異はみられない。また，医薬品，医薬部外品とさまざまな
健康食品について，被告が主張するように，幾つかの法規による規制がなされ，様
々な行政上の通知がなされているということは，両者が商品の内容，用途，販売店
舗，販売方法において紛らわしく，混同されやすいものであるためであり，このよ
うな様々な法的規制がなされていること自体，むしろ，逆に，両商品の類似性を裏
付けるものというべきである。
    　　以上のとおり，医薬品ないし医薬部外品中のビタミン剤，滋養強壮変質剤
あるいは育毛剤と，健康食品ないし栄養補助食品（サプリメント）とは，商品の内
容が類似し，あるいは関連性を有し，また，その販売店ないし販売方法も同種のも
のであるということができるのであるから，類似の商品であるというべきである。
被告の上記主張は，理由がない。
    (3) 本件商標の指定商品第３２類「加工食料品」は，健康食品や栄養補助食品
（サプリメント）のほかに，「肉製品，加工水産物，加工穀物，加工野菜および加
工果実，その他の加工食料品」に該当するその他の多くの種類の食料品を包含する
ものである。しかし，本件商標の指定商品と引用Ａ商標の指定商品における，類似
する商品群は上記認定のとおりであり，昨今の健康食品ブーム（甲第１４号証）を
考慮すると，その指定商品中において占める割合を決してわずかなものということ
はできない。また，本件商標の商標権者である被告は，その商業登記簿上の目的
を，「１，医薬品，医薬部外品，化粧品の製造販売，２，清涼飲料水及び滋養食品
の製造販売，３，菓子，調味料，食料品及び飼料の製造販売」等とする会社であ
り，その営業目的からすれば，本件商標をその指定商品である第３２類「加工食料
品」中の健康食品あるいは栄養補助食品に専ら使用する蓋然性が極めて高いことは
明らかである。さらに，被告には，もし，「肉製品，加工水産物，加工穀物，加工
野菜および加工果実，その他の加工食料品」中，健康食品や栄養補助食品でない商
品についてのみ，本件商標を使用するつもりであるならば，商標権の分割によりそ
れを可能にする方法も与えられている（法２４条）。これらのことからすれば，本
件商標の指定商品である「加工食料品」中に，健康食品ないし栄養補助食品（サプ
リメント）以外の商品が含まれることを理由として，引用Ａ商標の指定商品「薬
剤」との類似性を否定することが相当ではないことは明らかというべきである。
  ２　結論
    　以上に検討したところによれば，原告の主張する取消事由３は理由がある。
そこで，原告の本訴請求を認容することとし，訴訟費用の負担について，行政事件
訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
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